
○国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程 

(令和3年12月17日規程第3674号) 

改正      

    

  
 

(趣旨) 

第1条 この規程は，国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)

第1条第2項の規定に基づき，同項第5号に定める年俸制の適用を受ける教員（以下「第

3の年俸制適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。 

(定義) 

第2条 この規程において「教員」とは，国立大学法人金沢大学職員就業規則（以下「就業

規則」という。）第2条第2項に規定する教育職員のうち，教授，准教授，講師(常勤に

限る。)，助教及び助手の職にある者（ただし，特任教員を除く。）をいう。 

2 この規程において，「月給制適用教員」とは，職員給与規程に定める教育職本給表

（一）（以下「教育職本給表（一）」をいう。）の適用を受ける教員をいう。 

3 この規程において，「1号年俸制適用教員」とは，職員給与規程第1条第2項第1号に

規定する年俸制の適用を受ける教員をいう。 

4 この規程において，「2号年俸制適用教員」とは，職員給与規程第1条第2項第2号に

規定する年俸制の適用を受ける教員をいう。 

(法令等との関係) 

第3条 第3の年俸制適用教員の給与の支給に関し，この規程に定めのない事項については，

職員給与規程及び労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによ

る。 

(対象者) 

第4条 本規程は，次の各号の一に該当する教員に適用する。 

(1) 原則として，令和4年1月1日以降に国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第8

条の規定により学長の承認を得て令和4年4月1日以降に採用された者 

(2) 令和4年4月1日以降に月給制適用教員又は2号年俸制適用教員から，第3の年俸

制適用教員への切替を希望した者 

(給与の種類) 

第5条 第3の年俸制適用教員の給与は，本給及び諸手当とする。 

2 本給は，基本給及び業績給により構成する。 

(基本給) 

第6条 基本給は，当該教員に適用される級及び号給に応じ，年俸制教員基本給表（別表

1）に定める額とする。 

2 年俸制教員基本給表（別表1）に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務

の内容及びその級別の資格基準は，教育職本給表（一）に準ずる。 

3 第4条に定める者に採用時に適用する年俸制教員基本給表（別表1）の級及び号給は，

教育職本給表（一）を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号給に

対応するものとして号給対応表（別表2）に定める級及び号給とする。 



(基本給の改定) 

第7条 基本給は，当該教員の直近の教員評価結果に応じて，1月1日に改定することがで

きる。 

2 前項の規定により改定する号給数は，当該教員の教員評価の結果に応じて，改定号給数

表（別表3）に定める基準により算出し，6分の6に達したときは，1号給上位の号給に

改定するものとする。 

3 前2項にかかわらず当該教員の属する職務の級における最高号給を超えて改定すること

はできない。 

4 その他基本給の改定に関し必要な事項は，別に定める。 

(昇格) 

第8条 第3の年俸制適用教員が就業規則第8条の規定により昇任した場合は，当該教員を

上位の級に昇格させることがある。 

2 前項の規定により当該教員を昇格させた場合におけるその者の号給は，別に定める。 

(降格) 

第9条 第3の年俸制適用教員が就業規則第9条の規定により降任した場合は，当該教員を

下位の級に降格させることがある。 

2 前項の規定により当該教員を降格させた場合におけるその者の号給は，別に定める。 

(業績給) 

第10条 業績給は，以下に定める額を合算して得た額とする。 

(1) 業績給基本額 

(2) リサーチプロフェッサー特別加算分 

(3) 間接経費相当額加算分 

2 業績給は，当該教員の直近の教員評価結果に応じて，1月1日に改定する。 

(業績給基本額) 

第11条 業績給基本額は，当該教員に適用される級及び号給に応じ，業績給基本額表（別

表5）に定める額とする。ただし，直近の教員評価に基づき決定する業績評価区分に応じ

て業績勘案率表（別表4）に定める率を乗じて得た額とする。 

2 その他業績給基本額に関し必要な事項は，別に定める。 

(リサーチプロフェッサー特別加算分) 

第12条 リサーチプロフェッサー特別加算分は，国立大学法人金沢大学リサーチプロフェ

ッサー制度に関する規程に基づき配置されるリサーチプロフェッサー（以下「リサーチ

プロフェッサー」という。）を対象として，基本給に別に定める一定割合を乗じて得た

額とする。 

(間接経費相当額加算分) 

第13条 間接経費相当額加算分は，別に定める一定の期間内に，第3の年俸制適用教員が

交付を受けた競争的研究費に係る間接経費の額に別に定める支給割合を乗じて得た額と

する。 

(諸手当) 

第14条 第3の年俸制適用教員の諸手当は，扶養手当，管理職手当，地域手当，広域異動

手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，特別拠点手当，特別業績手



当，共同研究業績手当，研究代表者等特別手当，クロスアポイントメント手当，時間

外・休日労働手当，夜間勤務手当，オンコール手当，管理職特別勤務手当，本給の調整

額及び初任給調整手当とする。 

2 諸手当（特別業績手当を除く。）は，職員給与規程の規定に準じて支給する。ただし，

扶養手当，管理職手当，地域手当，広域異動手当，特殊勤務手当，特別拠点手当，オン

コール手当，本給の調整額及び初任給調整手当の支給に当たっては，以下の各号のとお

り取り扱う。 

(1) 扶養手当，管理職手当，特殊勤務手当，初任給調整手当及び特別拠点手当の支給に

ついては，別に定める。 

(2) 地域手当及び広域異動手当については，職員給与規程第14条及び第14条の2に規

定する「本給」を「基本給の12分の1を乗じた額並びに」と読み替え，地域手当にあ

っては職員給与規程第14条，広域異動手当にあっては第14条の2の規定に準じて支給

する。 

(3) 本給の調整額については，職員給与規程第24条第2項に規定する「別表第6(2)調

整基本額表」を本規程の「調整基本額表（別表6）」に読み替え，職員給与規程第24

条の規定に準じて支給する。 

(4) オンコール手当については，職員給与規程第22条に規定する「教育職本給表(一)適

用職員」を「第3の年俸制適用教員」に読み替え，職員給与規程第22条の規定に準じ

て支給する。 

3 特別業績手当は，教育研究等において特別な賞等を受賞した者に支給することができる。 

4 その他特別業績手当に関し必要な事項は，別に定める。 

(休職者の給与) 

第15条 第3の年俸制適用教員が休職した場合には，職員給与規程第33条の規定に準じて

給与を支給する。この場合において，「本給」とあるのは，「本給の12分の1を乗じた

額」と読み替えるものとする。 

2 その他休職者の給与に関し必要な事項は，別に定める。 

(育児休業等の給与) 

第16条 就業規則第65条の規定により育児休業をする第3の年俸制適用教員の給与につい

ては，次の各号の定めるとおりとする。 

(1) 育児休業をしている期間については，給与を支給しない。ただし，業績給基本額の

取扱いについては，別に定める。 

(2) 就業規則第65条の規定により部分休業（以下「育児部分休業」という。）の申出を

行って勤務しない場合には，前号の規定にかかわらず， その勤務しない 1 時間につき，

第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

2 就業規則第65条第2項の規定に掲げる短時間勤務職員のうち，第3の年俸制適用教員の

給与については，次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 本給は，本給にその者の正規の勤務時間を同規則第46条に規定する勤務時間で除し

て得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とする。 

(2) 管理職手当，本給の調整額，初任給調整手当の額は，それぞれの規定により得られ

る額に算出率を乗じて得た額とする。 



3 その他育児休業等をする第3の年俸制適用教員の給与については，職員給与規程第35条

の規定に準じて支給する。 

(介護休業等の給与) 

第17条 就業規則第66条の規定により介護休業をする第3の年俸制適用教員の給与につい

ては，介護休業をしている期間給与を支給しない。ただし，業績給基本額の取扱いにつ

いては，別に定める。 

2 就業規則第66条の規定により部分休業（以下「介護部分休業」という。）の申出を行っ

て勤務しない場合には，前項の規定にかかわらず，その勤務しない1時間につき，第23

条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

3 その他介護休業等をする第3の年俸制適用教員の給与については，職員給与規程第36条

の規定に準じて支給する。 

(給与の支給) 

第18条 給与は，本給の12分の1の額及び諸手当を職員給与規程第4条第1項から第3項

まで及び第5項に規定する支給日に支給する。 

(給与の減額) 

第19条 職員が勤務しないときは，休暇による場合及びその他その勤務しないことにつき

特に承認があった場合を除き，第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額(円位未満四

捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。 

2 第16条第1項第2号，第17条第2項及び前項により給与を減額する場合の対象となる

時間数は，その給与期間における欠勤の時間数，育児部分休業，介護休業及び介護部分

休業の時間数の合計とする。なお，合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは，端

数は切り捨てる。 

(日割計算) 

第20条 第3の年俸制適用教員の給与の支給に当たっては，職員給与規程第38条の規定を

準用する。この場合において，「本給月額」とあるのは，「本給の12分の1を乗じた

額」と読み替えるものとする。 

(端数計算) 

第 21条 勤務1時間につき支給する時間外・休日労働手当及び夜間勤務手当並びに第16条，

第17条及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において，その

額に50銭未満の端数を生じたときは，これを切り捨て，50銭以上1円未満の端数を生じ

たときは，これを1円に切り上げるものとする。 

(端数処理) 

第22条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは，これを切り

捨てる。 

(勤務1時間当たりの給与額の算出) 

第23条 勤務1時間当たりの給与額は，職員給与規程第21条の規定にある「本給の月額」

を「本給に12分の1を乗じた額」と読み替えて同条の規定に準じて算出する。 

(給与の支払) 

第24条 第3の年俸制適用教員の給与の支払は，職員給与規程第41条の規定に準じて支払

う。 



(その他) 

第25条 第3の年俸制適用教員が，月給制適用教員，1号年俸制適用教員及び2号年俸制

適用教員となることはできない。 

(退職手当) 

第26条 第3の年俸制適用教員の退職手当については，国立大学法人金沢大学職員退職手

当規程に準じて支払う。 

(雑則) 

第27条 この規程の実施に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(この規程により難い場合の措置) 

第28条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが

著しく不適当であると学長が認める場合は，別段の取扱いをすることができる。 

附 則 

この規程は，令和4年1月1日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和5年10月1日から施行し，令和5年3月31日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和6年1月1日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和6年10月1日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和7年1月1日から施行する。 

附 則 

1 この規程は，令和7年4月1日から施行する。 

2 令和7年4月1日から令和7年12月31日までの間における第6条第3項の規定の適用

については，同項中「教育職本給表（一）を適用して採用したものとみなした場合に決

定される級及び号給」とあるのは，「令和7年4月1日改正前の国立大学法人金沢大学職

員給与規程及び国立大学法人金沢大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則

による教育職本給表（一）を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び

号給」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 



別表1(第6条関係) 

年俸制教員基本給表 

号給 1級 2級 3級 4級 5級 

1 2,484,000 2,988,000 3,696,000 4,272,000 5,112,000 

2 2,856,000 3,432,000 4,092,000 4,656,000 5,532,000 

3 3,168,000 3,816,000 4,428,000 4,944,000 5,928,000 

4 3,360,000 3,972,000 4,728,000 5,172,000 6,252,000 

5 3,492,000 4,116,000 4,932,000 5,340,000 6,444,000 

6 3,636,000 4,272,000 5,028,000 5,472,000 6,516,000 

7 3,732,000 4,356,000 5,100,000 5,508,000  

8 3,792,000 4,440,000 5,136,000   

9 3,852,000 4,524,000    

10 3,900,000         

特1 9,600,000 

特2 10,800,000 

※特1，特2は権威ある賞の受賞者に適用 

別表2(第6条関係) 

号給対応表 

教育職本給表（一） 年俸制教員基本給表 

級 号給 級 号給 

1 

1～8 

1 

1 

9～24 2 

25～40 3 

41～57 4 

58～72 5 

73～88 6 

89～105 7 

106～119 8 

120～137 9 

138～157 10 

2 

1～8 

2 

1 

9～24 2 

25～39 3 

40～57 4 

58～73 5 

74～87 6 

88～104 7 

105～120 8 

121～141 9 



3 

1～8 

3 

1 

9～24 2 

25～40 3 

41～56 4 

57～72 5 

73～88 6 

89～103 7 

104～117 8 

4 

1～8 

4 

1 

9～24 2 

25～40 3 

41～56 4 

57～72 5 

73～87 6 

88～101 7 

5 

1～8 

5 

1 

9～24 2 

25～40 3 

41～56 4 

57～72 5 

73～81 6 

別表3(第7条関係) 

改定号給数表 

改定区分 

A（勤務成績が

極めて良好な

職員） 

B（勤務成績

が特に良好な

職員） 

C（勤務成績が

良好な職員） 

D（勤務成績が

標準的な職

員） 

E（勤務成績が

良好でない職

員） 

55歳未満の者 6分の6 6分の2 6分の1 0 

55歳以上の者 6分の3 6分の1 0 0 

別表4(第11条関係) 

業績勘案率表 

業績評価区分 業績勘案率 

A 1.30 

B 1.20 

C 1.00 

D 0.90 

E 0.75 

 



別表5(第11条関係) 

業績給基本額表 

号給 1級 2級 3級 4級 5級 

1 948,000 1,188,000 1,548,000 1,788,000 2,232,000 

2 1,080,000 1,368,000 1,704,000 1,944,000 2,412,000 

3 1,200,000 1,524,000 1,848,000 2,064,000 2,592,000 

4 1,272,000 1,584,000 1,932,000 2,160,000 2,724,000 

5 1,320,000 1,644,000 2,064,000 2,232,000 2,808,000 

6 1,380,000 1,704,000 2,100,000 2,280,000 2,844,000 

7 1,416,000 1,740,000 2,124,000 2,304,000  

8 1,440,000 1,764,000 2,148,000   

9 1,464,000 1,800,000    

10 1,476,000         

特1 4,020,000 

特2 4,524,000 

※特1，特2は権威ある賞の受賞者に適用 

別表6(第14条関係) 

調整基本額表 

職務の級 調整基本額 

1級 12,400円 

2級 14,600円 

3級 16,800円 

4級 17,900円 

5級 21,500円 

 


